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日程 相談受付時間 会場

２月 17 日 ( 月 ) ～３月 16 日 ( 月 )
※土・日曜、祝日除く

10 時～ 15 時
市役所本庁舎
2 階 201 会議室

①確定申告書の作成、内容確認などのご相談については対応できません。
②２月 17 日・18 日の終日、申告期間中の午前中は混雑が予想されます。
③平成 31 年度市県民税申告で所得のある申告書を提出されている人 ( 令
和元年５月 31 日までの受付分 ) には、１月末に ｢ 令和２年度市県民税申
告書 ｣ をお送りしています。

■ 個人市県民税の申告が必要な人
対象＝市内在住者 ( ２年１月１日現在 )
※上記対象者のうち、個人市県民税の申告が不要な人 ( 所得・課税証明書
が必要な人は、申告が必要になる場合があります。)
①税務署に所得税の確定申告をした人
②給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が市に提出されている人
③市県民税が非課税 ( 控除対象配偶者および扶養親族がいずれもない場
合、前年の合計所得金額が 28 万円以下 ) になる人

■ 年金所得者で市県民税の申告が必要な人
確定申告が不要な場合でも、次の人は市県民税の申告が必要です。
①医療費控除、生命保険料控除、扶養控除等の源泉徴収票に記載されて
いない各種控除を受けようとする人
②公的年金等 ( 遺族・障害年金等を除く ) に係る雑所得以外に他の所得が
あった人

【 注意事項 】

①還付を受ける場合や株式等の損失を翌年に繰り越すために確定申告書
を提出した人は、市県民税の申告は不要です。
②収入が公的年金等のみでその収入金額が次の金額以下の人は、市県民
税の申告も不要です。
■公的年金などの収入金額が次の金額以下の人
・昭和 30 年１月１日以前生まれの人＝ 148 万円
・昭和 30 年１月２日以降生まれの人＝   98 万円

■ 個人市県民税の申告に必要なもの
①必要書類 ( 右記 ｢ ■確定申告に必要な書類の例 ｣ 参照 ) ②認印
　代理人が申告する場合は、代理人の本人確認書類＋申告者の個人番号
が確認できるものをご持参ください。( 同一世帯でない場合については
委任状をご持参ください ) ※詳しくは市ホームページまたは伸びゆく三
田１月 15 日号と同時配布した「確定申告のお知らせ」をご覧ください。

市県民税の申告

■ 個人市県民税の申告相談会場令和 2 年中の収入に対する ３年度からの

個人住民税 ( 市県民税 ) の主な改正点

問い合わせ・
申告書送付先

市県民税申告・個人市県民税

〒 669-1595 三輪 2-1-1
税務課市民税係 ( 559-5053 FAX 563-5697 )

※確定申告書の作成に関する相談は、市役所では行っていません。
申告書の書き方など、相談がある人は確定申告会場をご利用ください。

【 未婚のひとり親に対する税制上の措置 】
以下に該当する未婚のひとり親に寡婦 ( 夫 ) 控除を適用します。
①生計を一にする子を扶養控除の対象にしていること
②前年の合計所得金額が 500 万円以下であること
③住民票の続柄に ｢ 夫 ( 未届 ) ｣ ｢ 妻 ( 未届 ) ｣ の記載がないこと。

【 寡婦 ( 夫 ) 控除の見直し 】
①寡婦に寡夫と同じ所得制限 ( 所得 500 万円 ) を設けます。
②住民票の続柄に ｢ 夫 ( 未届 )｣ ｢ 妻 ( 未届 )｣ の記載がある場合は、
控除の対象外になります。
③子を扶養する寡夫の控除額 ( 現行所得税 27 万円、住民税 26 万円 )
について、子を扶養する寡婦 ( 所得税 35 万円、住民税 30 万円 )
と同額とします。

【 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除へ振り替えます 】
　給与所得控除額・公的年金等控除額がそれぞれ 10 万円引き下げ
られ、基礎控除の控除額が 10 万円引き上げられました。

【 扶養控除等の所得要件や非課税基準の見直し 】
①同一生計配偶者、配偶者特別控除、扶養控除、勤労学生控除の対
象となるための合計所得金額要件がそれぞれ 10 万円引き上げられ
ました。
②未成年者、障害者、寡婦 ( 夫 )、児童扶養手当を受給しているひ
とり親である場合に非課税となる合計所得金額の範囲が、10 万円
引き上げられて 135 万円以下になりました。
③均等割や所得割を非課税と判定する所得金額が 10 万円引き上げ
られました。
問い合わせ＝税務課市民税係 ( 559-5053 FAX 563-5697 )
※詳細は市ホームページ ( 右記二次元コード ) をご覧いた
だくか、上記問い合わせ先へお問い合わせください。

２月 ※祝日を除く
※相談無料

◆障害者相談員
肢 体 八十川一三 563-4307 聴 覚 仲　光恵 F 564-7328

知 的 三木　尚美 563-5792 精 神 長谷川なつ子 予約制 ( 障害福祉課 ) 559-5075 F 562-1294

◆宝塚健康福祉事務所 ( 宝塚市東洋町 2-5 )　0797-72-0054 ( 代 )
相談・検査名 実施日 受付時間 備　考 電話番号

水質検査
月・火

９:00 ～
11:45

詳しくは電話で
0797-72-
0054糞便検査

赤痢、腸チフス、パラチフス、O157 などの検査
事前に専用容器を取りにお越しください。

HIV・梅毒・肝
炎ウイルス検査

  6 日 ( 木 )
20 日 ( 木 )

9:20 ～
10:10 電

話
予
約
制

相談と検査 ( 原則無料、匿名 )、HIV 検査、
Ｂ型・Ｃ型肝炎ウィルス検査・梅毒 0797-62-

7304
専門栄養相談 18 日 ( 火 )

10:00 ～
11:30

無料・生活習慣病の食生活や栄養表示など
について、管理栄養士が応じます。

こころのケア
相談

13 日 ( 木 )
 27 日 ( 木 )

13:30 ～
15:00

無料・こころの病気や不安、ひきこもり、思春
期の悩み、アルコール問題、認知症などの相談

0797-62-
7307

相 談 名 相 談 日 時 間 連 絡 先 ・ 内 容 等 場 所

配偶者暴力相談
月～金と
第 2・4 土

10：00 ～17：30 相談専用電話 563-7830
配偶者暴力相談
支援センター

子ども発達相談 月～金 ９：00 ～17：15
さんだ子ども発達支援センター
568-1626 FAX 560-7133

子ども発達支援セン
ター ( 井ノ草 808 )

補聴器相談 第２・４水 10：00 ～ 12：00
認定補聴器専門店に相談 
559-5700 FAX 559-5704

総合福祉保健
センター

障害者
生活相談

月～金 ９：00 ～17：30
障害者生活支援センター 
559-5205 FAX 559-5948

精神障害者
生活相談

月～金 ９：00 ～17：30
精神障害者支援センター
559-5205 FAX 559-5214

障害者差別・
虐待相談

月～金 ９：00 ～17：30
障害者基幹相談支援センター 
559-5205 FAX 559-5214
虐待相談専用電話 559-5100

障害者
就業相談

月～金 ９：00 ～17：30
障害者就業支援センター 
562-6699 FAX 550-9014

生活困窮者
自立支援相談

月～金 ９：00 ～17：30
権利擁護・成年後見支援センター 
自立した生活への相談支援 550-9004

権利擁護専門相談 第 1・3 木 13：15 ～ 16：00
弁護士、司法書士等による相談
予約制 550-9004 ( 各 45 分 )

もの忘れ相談 第 1・3 木 ①14：00～ ②14：
40～ ③15：20～

三田市地域包括支援センター
予約制 559-5941 ( 各 30 分 )

特別支援教育電話相談 月～金 9：00 ～ 17：30 学校教育課教育支援担当
相談受付電話 569-7315
または在籍学校園所を通じて
申し込み

市役所南分館５階
教育相談室

特別支援教育相談
火・金 14：00 ～ 17：00

水 16：00 ～ 16：45 ひまわり特別支援学校 
小学部または中高等部

ひまわり教育相談 水 14：45 ～ 16：35 在籍学校園所を通じて申し込み
ひまわり特別支援学校
中高等部

｢

き
い
て
ネ
ッ
ト｣

障
害
者
総
合
相
談
窓
口

相 談 名 相 談 日 時 間 連 絡 先 ・内 容 等 場 所

キャリア
カウンセリング

水 13：00 ～17：00
さんだ若者サポートステーションによる
39 歳以下の就労相談 予約制 565-9300 

まちづくり協働
センター
( キッピーモール
６階 )

消費生活相談
月～金と
第 2・4 土

10：00 ～17：00
三田市消費生活センター
559-5059 FAX 563-8001

法律相談
水と

第３土
13：30 ～16：00

予約制 (1 週間前から受付・先着順 )  
行政サービス担当  559-5175

男性のための
電話相談

第 4 木 18：00 ～ 20：00
男性が抱える様々な悩み相談
080-8309-6559

女性のための
相談

月～金と
第 2・４土

10：00 ～17：30
予約制、電話相談可
男女共同参画担当 563-8000

行政相談 第 2 木 10：00 ～12：30
国の行政活動全般への苦情 ､ 要望など
( 行政相談委員 ) 559-5175

出張年金相談 20日 ( 木 )
10：00 ～12：00
13：00 ～15：00

西宮年金事務所による出張相談 予約制
西宮年金事務所 0798-33-2944

社労士年金相談
偶数月
第３火

13：00 ～16：00
社会保険労務士による相談 ※面談のみ
市民課年金担当 559-5067

シニア個別
就職相談

月、水～金 10：00 ～17：00
概ね 55 歳以上の就職相談、予約制　
いきがい応援プラザ ~HOT~ 559-6800

税務相談 第３木 13：00 ～16：00
税理士による相談、予約制 
税務課 559-5053

人権相談
第 4 木 13：00 ～16：00

相談員は人権擁護委員 　
人権推進課  559-5148　

月～金 ９：00 ～17：00
人権に関する相談電話 ( 窓口も可 )
性的マイノリティ特設電話  559-5062

人権推進課
市役所本庁舎１階

雇用・生活支援相談 月～金 ９：00 ～17：30 産業政策課 559-5085 市役所本庁舎５階

農地相談 12 日 ( 水 ) 13：30 ～16：00 農業委員会事務局 559-5178 市役所本庁舎５階

夜間納税相談 25日 ( 火 ) 17：30 ～ 20：00
市税・国民健康保険税の納付相談 
収納対策課 559-5043

市役所本庁舎２階

建築無料相談 28 日 ( 金 ) 13：30 ～17：00
建築士事務所協会による住宅改修相談 
審査指導課 559-5119 ※予約優先

市役所本庁舎
１階ロビー

水洗化相談 月～金 ９：00 ～17：30 下水道課 559-5122 市役所３号庁舎２階

家庭児童相談 月～金 ９：00 ～17：00 子どもに関する様々な相談 559-5076
子ども家庭課
市役所本庁舎 2 階ひとり親相談 月～金 ９：00 ～17：00

ひとり親家庭 ( 離婚など )、
電話相談可 559-5072

保育所等利用相談 月～金 ９：00 ～17：30 保育所等利用に関する相談 559-5073
保育振興課
市役所本庁舎 2 階

子育て相談 火～日 ９：30 ～17：30 相談電話 562-8421 ※来館相談可 多世代交流館

青少年相談 月～金 ９：00 ～17：00 相談電話 563-1110 青少年育成センター

※給与と公的年金等両方の所得を有する人は給与所得控除後の所得から最大10万円をマイナスします。

給与

公的年金等

フリーランス、請負
企業等による収入

給与所得控除

公的年金等控除

必要経費
基礎控除等

税額

給与所得控除等から
基礎控除へ振替

▲ 10 万円

▲ 10 万円

+ 10 万円


